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第６回森林づくり条例検討委員会会議録 

 
 
 
 
 
 
 
 
【会 議 次 第】 

（１）開 会 

（２）前回会議内容の確認 

（３）森林法改正内容の説明 

（４）条例案（全条）に係る協議及び意見交換 

（５）その他（今後のスケジュール等） 

（６）閉 会 

 
【検討会内容】 

（１）開会 

会長挨拶により開会。 
事務局より、資料確認及び欠席委員の報告。 

 
（２）前回会議内容の確認 
第５回検討会の会議内容及びホームページ等による公表状況、内容について

説明。条例たたき台（第１０条から最終条までの大まかな修正事項の説明） 
また、小中学生アンケート調査の内容及び回収状況等について報告。 

 
（３）森林法改正内容及び外国資本の説明 

事務局及びＡ委員より説明 
≪主な改正内容≫ 

○新たに森林所有者になった際の届出義務 
○伐採の届出をしなかった者が行った伐採における市町村森林整備計画に適合し

ない場合、伐採の中止及び伐採後の造林命令 
○上記命令をした場合の都道府県及び市町村の代執行 
○保安林を無許可で伐採した際の罰則 
○森林所有者等が不明な場合の地方公共団体による間伐、保育の実施  等 

（１）日 時 平成２３年６月３日（金）１４時～１７時 

（２）場 所 対馬市役所別館大会議室 

（３）出席者 小嶋会長、佐藤委員、原嶋委員、大石委員、山口委員、松尾委員、梅野委員

桟原委員、永留委員、小松委員、比田勝委員、細井委員、小島委員、 

上原委員、長郷委員、松原委員（１６名） 

（４）欠席者 西山委員、水崎委員、小宮委員（３名） 

（５）事務局 農林振興課【増田課長、舎利倉係長、八島係長、西川係長】 
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○参考資料として平成２２年１月から１２月までの期間における外国資本によ

る森林買収に関する調査結果（国土利用計画法に基づくもの）について紹介。 

 

（４）条例案（全条）に係る協議及び意見交換 

これまで２回の協議を実施した条例案において修正箇所を中心に１ページず

つ説明し、再度、１条ずつ協議した。 

≪委員発疑による修正箇所≫ 

条項 意見及び修正内容 

前文 

“多様な動植物の快適な生活空間の確保”を“多様な動植物の快適

な生息活空間の確保“に修正。※生活だと人間を連想するため。 
わかりづらいため、“環境に配慮した循環型新エネルギー”を 
“再生可能な循環型新エネルギー”に修正。 
事務局提案により森・里・海が一体となったという部分を森・川・

里・海に修正。（了承） 

第１条 
森林資源の有効活用と環境保全を森林保全と資源の有効活用に 
変更。（読みづらいため） 

第２条 

定義のなかに公共的団体を入れる。（後の条に出てくる公共的団体

がどんな団体かわからない方が多数いると思われるため） 
森林の機能では、抑止までなので地球温暖化の防止を地球温暖化の

抑止に修正。 
第３条 ３号の里環境、海環境を河川環境、里環境、海環境に変更。 

第４条 

公共的団体とは何かとの意見有り、商工会、農協等団体の定義有り。

※第２条で定義付けする。 
５項の循環型新エネルギ－を再生可能な新エネルギーに変更。 
６号において売却だけでなく、譲渡も含めるかどうか、 
また、条例文言としてふさわしくない字句があると思われるので 
再度事務局で検討することとなった。 

第６条 

基本理念にのっとりという部分は別途定める伐採ガイドラインに 
のっとりにという表現の方が良い。 
ゲンカイツツジやヤマザクラの他にも対馬ならではの貴重な樹木 
であるケヤキやカヤなどについても配慮した方が良い。 
※事務局検討（有用広葉樹） 
森林事業者にも３号を追加して各種施策への協力事項を入れる 
べき。 
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Ｎｏ．２ 
条項 意見及び修正内容 

第７条 

４項の追加は了承 
自然景観を損なわないという表現についても検討すべき。 
※面的な空間の保全という部分を置きかえるか新たな項目にする 
かを事務局で検討。 

第８条 
表現がわかりづらいので、表現の順番等を事務局で検討。 
協力については、参加という表現に修正。 

第１０条 

３号の“循環する森林整備”は削除。 
林道網の整備、拡充を図るという文言を入れて欲しい。 
⇒第１０条は利用部分なので第９条若しくは第６条に入れる。 
※市というよりも事業者の責務と役割に入れることも含め事務局

で検討。【林道は市、作業道は事業者という位置づけ】 
７号の国外を海外に修正。 
４号の森林施業プランナーは林業従事者に修正した方が良いので 
はないか。 

第１２条 “人的、財政的措置も含め”を削除。 
第１４条 “人的、財政的措置も含め”を削除。 

第１５条 
“森林所有者、市民などの意見を反映することができるよう”を 
“広く意見を反映できるよう”に修正。 

第１７条 
４号の環境関係者はもっと別の言い方が良いのではないか。 
※事務局検討（環境保全団体 等） 

第２１条 
何人もの次に森林法第○○条に定める者以外のとの文言が必要。 
※森林法の改正により県、市は入れるようになったため。 

 
≪その他条例全般に対する意見≫ 

○観光道路沿いだけでも切捨間伐後の景観をきれいにして欲しい。 
○切り捨て間伐による林地残材の有効活用についても検討（魚礁、木質チップ等） 
○国道沿いの伐採方法についても配慮すべき 
⇒条例制定後の実施計画や別途策定する伐採マニュアルにより対応 

○一度、この委員会で観光道路沿いの状況（切り捨て間伐の状況）を見てもよい

のではないか。 
○ヤマネコを守るための森づくりと林業振興のための森づくりという２つのバ

ランスを取るために共存共栄のための条例（検討の場）を設けていくことこそ

が重要。 
○公共施設への木材の利用についても検討すべき。 
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○第１７条の森林づくり委員会と既存の２つの会議（林業推進協議会と入会林野

活用促進対策協議会）の位置付けについて質問有り。 
⇒林業推進協議会については、森林づくり委員会を発足した後、廃止の上程を

したい。入会林野活用促進対策協議会は専門性が高いので別委員会とする。 
※入会林野の協議会については、これまで開催されていないので、メンバーを

募り機能させる必要がある。 
○森林を“もり”とルビをふって読ませることについては、わかりやすさだ

けなら単純に森でも良いのではないか。（今後検討） 
 

（５）その他 
・今後スケジュール及び取り組み事項、桟原委員より提供資料等についてにつ

いて説明。 
 
 

以上により閉会 
 

※次回（第７回検討会）は、７月１５日（金）１４時から開催予定 


